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第 128 回 実務対応専門委員会議事概要 

 

I. 日 時  2020 年 5月 12 日（火） 13 時 00 分～15 時 00 分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III. 議 題   

 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会

計上の取扱い 

 金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗号資産」に該当する ICO

トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱い 

 

IV. 議事概要 

 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会

計上の取扱い 

宗延専門研究員より、以下の内容について説明がなされ、審議が行われた。 

(1) 開発の前提となる取引の概要 

(2) 会計処理に関する事務局の分析 

 金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗号資産」に該当する ICO

トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱い 

林専門研究員より、以下の内容について報告が行われた。 

(1)  プロジェクト全体の今後の検討の進め方 

 

 

以 上 


